
 

 
  

民法改正法における約款規制について 

 

平成 30年 12月 

経済産業省 

 

電気料金の不当な値上げ等を内容とする電気の小売供給約款の変更に関する「事後監視」の在り

方について、当専門会合における今後の議論の材料とするため、民法の一部を改正する法律（平成

29年法律第44号）における定型約款の変更規定（改正民法第５４８条の４）の考え方について、下記

のとおり、事務局において整理し，民法を所管する法務省に確認した。法務省からは、「実際の事案

においては、裁判所において、ケースバイケースの判断がなされるものであり、あくまで、一般的な

解釈を示すもの。」との留保の下で、下記の整理に異存はない旨の回答があった。 

 

記 

 

１． 約款変更について合意があったものとみなされる場合の一類型である「定型約款の変更が相手

方の一般の利益に適合するとき」（同条第１項第１号）とは、相手方の全体の利益に適合するときを

いい、全体からみて少数であっても、定型約款の変更により不利益を受ける者がいる場合はこれ

に該当しない。 

したがって、電気の小売供給約款の変更によって顧客の一部にとって料金の値上げが生じ得る

場合には、顧客の一般の利益に適合するとはいえず、変更の可否は、当該変更が、契約の目的

に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款の変更をすることがある旨の

定めの有無とその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものといえるか否か（同項第

２号）により判断されると考えられる。 

 

２． 前記の合理性の判断に当たっては、必要性や変更後の約款の内容の相当性等の事情が考慮

される。 

   継続的な電気供給契約の料金を定めた条項を変更する必要性としては、コストの増加の有無、

程度、原因等の事情が考慮されると考えられる。なお，コストの増加の原因が事業者にとって他律

的な事情（燃料費の上昇や為替相場の変動等）である場合だけでなく、人件費の増加など事業者

が左右する余地のある事情であっても、変更の必要性が一概に否定されるものではない。 

   変更後の内容の相当性としては、変更後の内容がその必要性との関係で過剰なものとなってい

ないか等が考慮される。 

   そのほか、平均的な判断能力を有する顧客が変更後の約款に拘束されることを望まない場合

に、他の業者に乗り換えることが容易であるなどの事情がある場合や、顧客に与える不利益を軽
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減する措置（例えば、十分な猶予期間の設定や、当該約款変更を理由とする解約の場合には、違

約金を課さないこととすることなど）が取られているなどの事情がある場合には、それらの事情は、

約款の変更の合理性を認める方向に働く積極的な事情として考慮される。 

 

３．料金を定めた条項を変更することにより事業者の利益率が上昇することになる場合であっても、

その合理性が一概に否定されるものではなく、サービスの提供を継続するために必要であるなど

の合理的な理由の有無、同業他社の利益率等の諸事情を考慮して合理性が判断されると考えら

れる。したがって、規制料金下で認められていた利益率を上回ってはならないというものではない。 

 

【参照条文】 

〇民法（明治 29年法律第 89号）（平成 32年４月 1日施行部分） 

（定型約款の変更） 

第 548 条の４ 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後

の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の

内容を変更することができる。 

一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。 

二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当

性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他

の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 

２ 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、

かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインター

ネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。 

３ 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の

規定による周知をしなければ、その効力を生じない。 

４ （略） 

以上 


